
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝日町児童館指定管理者候補者選定審査報告書 
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朝日町指定管理者選定委員会 



朝日町児童館指定管理者の候補者選定に係る審査結果について 

 

 朝日町は、児童館の管理・運営において、民間の能力を活用するとともに、そ

の適正な管理を確保するための仕組を整備し、住民サービスの向上や経費の節減

等を図ることを目的とし、地方自治法第２４４条の２に規定する指定管理者を募

集したところ１団体（以下「応募者」という。）から応募がありました。 

朝日町指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」という。）は、応募者につい

て提出書類と応募者ヒアリングを基に総合的に審査し、指定管理者の候補者を選

定しましたので、その結果を次のとおり報告します。 

 

 令和７年１１月１２日 

 

 

朝日町長 矢野 純男 様 

 

 

                  朝日町指定管理者選定委員会 

 

委 員 長   渡邊 裕二 

 

副委員長   宮田 和典 

 

                   委  員   バンダーラ 瞳 

 

                   委  員   谷 和子 

 

                   委  員   東 勝久 

 

                   委  員   矢野 裕子 

 

 

 

 

 

 

 



１ 施設の名称 

  朝日町児童館 

 

２ 指定の期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日 

 

３ 審査の内容 

  募集要項の審議 

応募者からの提案内容の評価 

候補者の選定 

 

４ 募集及び選定の経過 

選定委員会による募集要項の審議   令和７年 ７月１８日 

  募集要項の配布開始、ＨＰ掲載    令和７年 ８月 １日 

  応募説明会             令和７年 ８月１２日 

  質問書受付             令和７年 ８月１３日から 

８月１８日まで 

  質問書回答             令和７年 ８月２５日 

  申請書受付             令和７年 ９月１６日から 

９月１８日まで 

  選定委員会による応募者ヒアリング  令和７年 ９月２９日 

  選定委員会による総合審査      令和７年１０月２２日 

  町長への審査報告          令和７年１１月１２日 

 

５ 指定管理者の審査 

提出書類について、資格審査及び応募者ヒアリングを行い、朝日町児童館の

指定管理者として相応しいかどうか、評価基準に基づき採点するとともに委員

間討議を行いました。 

 

（１）指定管理者応募者 

三重県三重郡朝日町大字小向８９１番地５ 

社会福祉法人 朝日町社会福祉協議会 会長 星原 幸明 

 

 

 

 



（２）採点結果 

 

区分 審査項目
配点

得点
配点 委員数 計

６０．００

(２)申請理由 ５　　 ６　　 ３０　　 ２９．００

(１)経営方針 １０　　 ６　　 ６０　　

３０　　 ２８．００

(２)施設
運営に関
する計画

ア サービス
向上に関す
る方策

５　　 ６　　 ３０　　 ３０．００

イ 施設利用
の向上に関
する方策

１０　　

(１)施設の現状に対す
る考え方と将来展望

５　　 ６　　

６　　 ６０　　 ５６．００

ウ 管理経費
に関する計
画

１０　　 ６　　 ６０　　 ６０．００

３ 施設
の管理に
関する事
項

(１)職員の配置計画(指
揮命令系統組織図添付)

５　　 ６　　 ３０　　

エ トラブル
の防止策と
対処方法

５　　 ６　　 ３０　　 ３０．００

３０．００

(２)職員の勤務態様 ５　　 ６　　 ３０　　 ３０．００

３０　　 ２６．００

４ 情報公開及び個人情報保護の
措置に関する事項

５　　 ６　　 ３０　　 ２８．００

５ 緊急
時におけ
る対策に
関する事
項

(１)防犯、防災の対応 ５　　 ６　　 ３０　　

２ 施設
の経営方
針等に関
する事項

２０．００

６ その他の特記事項 ５　　 ６　　 ３０　　 ２９．００

計 ８０　　 ６　　 ４８０　　 ４６１．００

２５．００

(２)その他緊急時の対
応

５　　 ６　　

合　計（ａ＋ｂ） １００　　 ９６．８３

ａ．評価点（８０点換算） ８０　　 ７６．８３

提案
価格

提案価格（単位：円） ７２，３３８，０００

ｂ．価格点（２０×最低提案価格
／当該提案価格）

２０　　

提案
内容

１ 団体
の経営方
針等に関
する事項



（３）選定の理由 

   主に次の点から指定管理者候補者として適当であると判断しました。 

① 公共施設の管理・運営に豊富な実績と経験を有し、信頼性が高い。 

② 民間と行政の接点業務としての重要性を十分に認識し、適切な運営を 

  行う能力を備えている。 

③ 児童館を中心に、親子が触れ合える事業や、子ども同士の交流、保護 

者同士の情報交換・相談の場づくりなど、子育て世代に寄り添った取組 

がなされており、施設として地域に定着している。 

④ 応募者ヒアリング時における質疑に対して誠意ある回答をされてお 

    り、回答が前向きでこの先も期待できる。 

⑤ 財務状況は健全な状態にあり、持続・安定性を有しており、継続した 

運営が可能である。 

 

（４）総評 

この度の公募に応じた事業者は１者のみであり、複数の応募者による比較

検討を行うことは出来ませんでしたが、評価基準に基づき採点するとともに

選定委員による討議により検討し、審査しました。 

その結果、社会福祉法人朝日町社会福祉協議会は、これまでの指定管理者

としての実績・経験が豊富であるだけではなく、他の受託事業を含め当町に

密着した施設運営が可能であると認められました。特に、児童館の運営にお

いては、子どもや子育て世代が安心して集える環境づくりに細やかな工夫が

見られ、地域の子育て支援の拠点として良好な運営がなされています。 

一方で、利用者アンケート等を活用した改善計画の明確化や、事故・災害

時の予防保全体制、避難訓練の実施頻度などについては、今後さらに具体的

な取組を期待する意見もありました。 

また、財務状況は健全な状態にあり、安定した運営力があると認められま

す。 

これらの点を踏まえ、総合的に審査した結果、選定委員会の総意として、

社会福祉法人朝日町社会福祉協議会を指定管理者候補者として選定します。 

この審査の過程における指摘事項等により、新たな視点を持ち、引き続き

当町の児童福祉施設の拠点として、より一層の子育て支援充実と住民サービ

ス向上が図られることを期待します。 

 


